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印西市議会定例会が開催されます。 
印西市では定例会条例によって、年 4 回、6 月、9 月、12 月、3 月に定例会を開催すること

になっております。今回の定例会は１日（水曜日）から２２日（水曜日）まで行われます。 
（9 月定例会では、平成１０年度印西市各会計歳入歳出決算認定についての 
「決算委員会」の開催や平成１１年度印西市一般会計補正予算についての審議等が 
行われます。） 
 
「ぐんじとしのり」は、６日（木曜日）午前１１時位から（正確な時間は不確定です。） 
情報公開制度のあり方を中心に一般質問（６０分）に立ちます。（その内容は後述します。） 
お時間があるかたは、是非とも傍聴にお越しください。 
（「介護保険制度」については、私と同じ会派の松本隆志議員が会派代表質問に立ちます。） 
 
傍聴を希望される方は、印西市役所５階にて諸手続きを行い、傍聴券の交付を受け、 
傍聴を行うことになります。尚、定員は３６名です。よろしくお願い致します。 
 

 「情報公開制度」ってなんだろう？  
 情報公開制度とは、市が保有する情報は、市民全体の共有財産であるとの認識の元に 
 皆様の請求に応じてこれを公開することを市に義務付け、市の保有する情報に対する 
 市民の「知る権利」を情報公開請求権として具体的に保障すると共に、市民と市の 
 共同事業である「行政運営」を公正でより一層開かれたものとするための制度です。 
 
 この制度は 1982 年に山形県金山町で最初の情報公開制度が制定されて以来、 
 多くの自治体で制定され、改正をされ本年４月１日現在で、848 団体（全ての都道府県と 
 市区町村 801 団体）で制定されており、国でも本年５月に情報公開法案が 
 成立しております。（５月１４日付け官報にて告示され、法案の附則には「２年以内」の 
 施行が明記されておりますので、省庁再編に合わせて 2001 年４月頃の施行でないかと 
 思います。）現在、印西市ではこの制度のついての提言を受けるために「情報公開懇話会」 
 を１２名の委員（市民からの公募を含む）で構成し、平成１２年１０月には実施したい 
 意向です。（県内では制定されていない自治体は印西市を含み数市町村のみです。） 
 
 今後、詳細を次回以降の「みどりみらい」にて報告をし、皆様とこの制度について 
 考えて参りたいと思います。 
 

 ぐんじとしのり 9 月度定例会 一般質問内容  
以下の内容を議会事務局に既に提出し、今回の議会で質問に立ちます。（*編集上、順序を

変えております。） 

２．高校問題について 
建設促進対策本部は、具体的にどのようなメンバーで構成され、現状どのような活動をさ

れているのか。また、近隣の町村との協力関係を含め、具体的にどのような活動をされて 



いくのかを例をあげてご提示下さい。 

１．情報公開制度の現状と今度のあり方について 
①請求権者の範囲について 
  既に情報公開制度を制定し、改正しようとしている自治体では、市に 
  利害関係を有するものの請求より「何人も」という請求権者を限定しない条例に 
  変えて来ているが、当市においては初めより「何人も」と請求権者を限定しない 
  条例にするつもりであるのか？ 
 
②対象となる公文書と検索方法について 
  情報公開制度においては、文書を整理し、必要なときに必要な情報を取り出せる 
  というファイリングシステムが必須であり、当市でも既にシステムの準備・導入が 
  進んでいる聞く。そこで以下の点をお聞きしたい。 
 
（ア） ファイリングシステムに入る、入らないという「現在の仕分け」までの基準は何か？ 
（イ） ファイリングされるものが公文書といわれるものに限定されるとすれば、その文書 

は決済・供覧という事案決定手続きを経たものに限定されらのか、それとも 
職員が組織的に用いるものとして、行政機間が保有しているもの」まで広げて 
考えているのか？ 

（ウ） 実際に運用（情報公開）された場合の検索システムはどのようになっているのか？ 
公開に際して作られた「手づくりの目録」をもとに相談員が窓口で対応するレベル

のものか。またはコンピュータ上に必要なキーワードを入力するだけで瞬時に該当

文書がわかる（取り出せる）検索システムか？ 
（エ） 必要な情報が時期媒体に入っていた場合（ディスク、テープなど）、そのままの 

コピーを考えているのか？考えずに単に打ち出しを行った「単なる資料」の公開 
を考えているのであれば「公開された情報を整理し、その意味を探り、「行政に対し

必要な提案を行う」と言う情報の再構築は市は全く行われないということか 
 

③情報の請求手続きについて 
 請求者の利便性を図るためにＦＡＸや電子メールによる請求を考えているのか。 

 
④情報提供の拡充について 
 意思形成過程の情報は、もっとも公開が必要なものと考えますが、市の執行機関 
（市長、教育委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会）、地方公企業法

の規定による水道事業これら全ての会議を公開することは考えているのか？ 
 

３．牧の原駅圏の活性化について 
①北口商店街の核施設名と竣工までの具体的なスケジュールについて教えて下さい。 
②南口（駅前）の活性化策および商業施設誘致の可能性について、教えて下さい。 
③国道 464 号線沿いに分譲を開始した企業用地への問い合わせ状況、および市としての 

企業へのアプローチがあれば教えて下さい。 
 
この質問に関する市当局の回答、および他の議員より同様に提出されている質問に 
対する回答は、次回以降の「みどりみらい」にて報告をしたいと思います。 
（多くの皆様と共に考えて行きたい「介護保険」についても報告させていただきます。） 
 
いつもご声援、ご支援ありがとうございます。市政への提言を心よりお待ち申し上げます。 
まだまだ勉強不足です。皆様と、牧の原の、印西市の将来を考えて参りたいと思います。

今後ともご指導／ご支援よろしくお願い申し上げます。      ぐんじとしのり 


